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令和４年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

令和４年２月22日（火） 

                                           

（午後１時45分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番10、15番 中本君。 

〔15番（中本正人君）登壇〕 

○15番（中本正人君）それでは、通告に従い

まして一般質問をさせていただきます。 

 その前に一言申し上げたいと思います。今

定例会が最後の定例会となります、上田総合

政策部長、小原総務部長、そして阪口教育部

長、宮田水道環境部長、櫻井会計管理者、福

本消防長、本当にご苦労さまでした。本当に

長年本市の発展のために頑張っていただきま

したこと、心から敬意を表したいと思います。

今後も豊富な経験の持ち主の皆さま方、どう

か橋本市の発展のためにご助言、ご意見等々

頂けますよう切にお願い申し上げまして、感

謝の気持ちといたします。ありがとうござい

ました。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行

わせていただきます。今回は市有地について

お伺いします。市有地の有効活用についての

質問は、平成23年９月定例会、26年６月定例

会に続いての３回目となります。 

 本市の普通財産は、平成25年度末で宅地、

田畑、雑種地、山林、その他で約33万7,000

㎡で市民の貴重な財産であり、市民サービス

の向上、行政目的の実現など本市の経営資源

であり、原則売却であります。市有地の有効

活用について本市はどのように考えているの

か。以下の三点についてお伺いします。 

 一点目として、ここ最近の幼保一元化で廃

園となった跡地利用について。 

 二点目としまして、廃校となって久しい応

其中学校跡地について。 

 三点目、市街地第一地区土地区画整理事業

の市単独用地についての三点をお伺いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君の質問、

市有地についてに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）市有地につ

いてお答えします。 

 まず、一点目のここ最近の幼保一元化で廃

園となった跡地利用ですが、近年では、公私

連携型の幼保連携型認定こども園の整備によ

り、公立６園が統廃合の対象となり廃園して

います。 

 平成31年４月の学文路さつきこども園の開

園により、旧しみず保育園、旧学文路幼稚園、

旧清水幼稚園が統廃合され、また、令和３年

４月の山田さつきこども園の開園により、旧

柏原保育園、旧山田保育園、旧岸上保育園が

統廃合されました。 

 各施設の跡地利用については、旧しみず保

育園は施設利活用事業への応募事業者に有償

貸与を、旧清水幼稚園は地元区に園舎の無償

譲渡に併せて敷地の無償貸与をし、旧学文路

幼稚園は既に解体しています。 

 また、旧柏原保育園の跡地は、現在の山田

さつきこども園の用地として活用されていま

す。旧山田保育園は、この２月から園舎と併

せて地元の二つの区に無償貸与をし、旧岸上

保育園については令和４年度に園舎等を解体

する予定で、跡地の利活用について現在地元

区と協議を進めているところです。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 
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○総務部長（小原秀紀君）次に、二点目の廃

校となって久しい応其中学校跡地についてお

答えします。 

 応其中学校跡地は約１万2,000㎡の市有地

となっておりますが、現在売却の対象とはし

ておらず、橋本市地域防災計画において災害

発生時の緊急輸送体制整備のため、ヘリポー

ト発着場として位置づけており、その用地と

して確保しているところです。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）次に、三点目の市

街地第一地区土地区画整理事業の市単独用地

についてお答えします。 

 土地区画整理事業の区域内には売却可能な

市有地が15区画ありましたが、令和元年度か

ら順次売却を進めたことにより、これまで14

区画を売却し、残りが１区画となっています。

残りの１区画は昨年度と今年度の２回、一般

競争入札による公募を行いましたが申込みが

なかったことから、現在は先着順での随意契

約による売却の受付を行っています。 

 続いて、土地区画整理事業を中止した橋本

駅前の市有地の状況についてお答えします。

このエリアには20箇所の市有地が存在してい

ます。これらの土地は土地区画整理事業の施

行に伴い、平成９年から平成12年頃にかけて

市が買収した土地です。本来であれば土地区

画整理事業によって道路などの公共施設が整

備されるとともに、土地が組み替えられて土

地の利用増進を図る計画でしたが、土地区画

整理事業の計画見直しによって橋本駅前が事

業中止となったことで、買収した当時のまま

点在して残っている状況です。 

 20箇所のうち７箇所の土地が国から補助金

の交付を受けて買収した土地で、13箇所が市

の単費で買収した土地です。 

 橋本駅前については、現在のところ土地区

画整理事業の事業化を図る予定がないことか

ら、買収のために国から交付を受けた補助金

を令和４年度に国へ返還する予定となってい

ます。 

 橋本駅前の市有地の今後の利活用について

は、地元からの要望を受けまして、一部の土

地は地元へ貸し出して駐車場などとして利用

をしていただいていますが、接道する道路が

狭い土地や形状が不整形な土地、建物が建っ

ている土地など、現状での利活用が非常に困

難な土地があります。現在のところ具体的な

計画や方針はありませんが、今後は経済推進

部とともに連携しながら、駅前の活性化と併

せて有効活用を検討していきたいと考えてい

ますので、ご理解のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君、再質問

ありますか。 

 15番 中本君。 

○15番（中本正人君）ありがとうございまし

た。それでは、まず幼保一元化で廃園となっ

た園から質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず答弁をお聞きしまして、譲渡をされる

園もあれば、有償、無償の貸与ということで

よく分かりました。そういう中で私が一番感

じたことは、やはり幼保一元化で廃園となっ

た園は原則売却ということですよね。しかし、

ここ最近見ていますと、売却という２文字が

薄れていっているような感じがするのかなと、

私自身そう感じるんですけども、そうでもな

いのかな。どんなもんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）幼保一元化の関係

で廃園になった園舎と土地の売却の状況です

けれども、令和２年度に伏原保育園、売却額

1,420万666円。それと、令和３年度に名古曽

保育園、売却額が1,368万円。大野保育園につ
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きましては用地を分筆いたしまして、売却可

能な３筆のうち１筆、売却額519万9,000円の

売却となっております。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君。 

○15番（中本正人君）私がこの質問に対して

３回目となりますけども、ちょうど２回目の

26年６月定例会の当時、売却されていた園と

いえば、今説明していただきましたけどもそ

の当時３園で、高野口保育園、それと信太保

育園、そして隅田幼稚園の園舎が売却されて

いたということです。そして園庭については

無償貸与ということでした。それでその後、

今年度まで約７年たちますけども、今ご説明

していただきました伏原保育園、名古曽保育

園、そして大野保育園が分筆されて、その一

つを売却していただいたということですよね。 

 確かに、売却というのはなかなか難しいと

いうのも私自身も感じます。しかし、忘れて

もらっていけないのは、やはり原則売却であ

るということを常に頭に入れておいてほしい。

入れてくれているとは思いますけども、そう

いう感じが少し私、薄れていっているのでは

ないのかなということ。その後を見ましても、

譲渡された園もあれば、有償、無償貸与され

た園もあり、また区に委託管理されている園

もあれば、公園とか防災倉庫の設置用地にな

っている園もあれば、道路になった園もある

ということですけど、再度私が申し上げたい

のは、幼保一元化で廃園になった園につきま

しては、売却という２文字を常に頭に入れて

おいて、これからもたとえ１円でも売却でき

るように頑張っていただきたいなというふう

に感じますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 続いて、廃校になって久しい応其中学校跡

地についてです。まずこれを聞いて私、今本

当にびっくりしました。あの広大な応其中学

校のグラウンド、そしてあの応其中学校は、

高野口町のど真ん中に位置する位置ですよ。

その位置にヘリポートの発着場ですか。これ

も別に悪いことじゃないと思います。しかし、

部長、もったいないと思いませんか。あれだ

けの、１万2,000㎡からあるんですよね、あそ

この敷地はね。それを災害時、また緊急時の

ヘリポートの発着場だけでもったいないとは

思いませんか。いかがですか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）繰り返しになりま

すけれども、応其中学校の跡地につきまして

は、大規模な災害発生時におきまして市とし

ての復旧活動の拠点場所として必要な土地と

して位置づけておりますので、現時点におき

ましては売却等は考えておりません。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君。 

○15番（中本正人君）ちょっと残念ですね。

というのは、災害時の、また緊急時の発着場

といえば、はたに応其小学校もあれば高野口

小学校もある。そして市有地ではありません

けども、隣には伊都中央高校もあるんですよ。

そういう中で、あの広大な１万2,000㎡の土地

をヘリポートの発着場というだけでは、私は

もったいないなというふうに感じるわけです

よ。 

 しかし、当局はそう思われないならば仕方

ないことですけども、私は例えばこういう考

え方をしておったんです。というのは、あの

１万2,000㎡ある土地を売却して、そして分譲

住宅にして販売してもらえれば、売却費は入

ってくるわ、そして住宅が建てば固定資産税

も入ってくると。僕は一石二鳥じゃないのか

なと。これは僕なりに考えはあるんですけど

も。ただ、ヘリポートが駄目だとは、私、何

回も言いますけども駄目だとは言いません。

しかし、あまりにももったいないなというふ

うに私は感じるわけです。私、ヘリポートだ

けではもったいないな、ちょっと合点がいか
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ないんですけども。市長もそういうお考えで

すか。もちろんですか。ちょっと聞かせてく

れませんか。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）中本議員の質問にお答

えをします。 

 まず一点、総務部長からもお答えしました

けども、大豪雨が降って紀の川が浸水したと

き、紀の川支援学校も高野口小学校も、残念

ながら避難所としては使えなくなります。そ

のときに高野口の住民の浸水地域の人たちを

避難させる場所としては考えておく必要があ

るのかなというふうにも思います。 

 もう一点、売却の壁というのもありまして、

あそこの応其中学校の用地というのは寄附さ

れているような用地もありまして、そこで売

却することに対して近隣の皆さんの了解が得

られるのか。当初、売却も考えたこともある

んですけども、そこをどうクリアしていくの

かという点もあろうかと思います。 

 これから高野口中学校を建て替える用地と

してもある程度は考えておかなあかんのかな

と。今、高野口中学の建て替えについては全

く難しい現状なんですけども、今建て替えよ

うとしたら３分の１の補助金しか出ません。

今これを２分の１に、何とか文部科学省と考

えて補助率を上げようと考えているんですけ

ども、これから高野口中学校建て替えについ

て高野口の皆さんとも相談をしながら計画を

立てていくわけですけども、その用地として

の候補には上がってくるのかなというふうに

も思います。 

 ただ、あそこの土地を売却するということ

は、どこまで地元の賛成が得られるのかとい

うところもありますし、その辺について協議

が整えて売却できるような環境になるという

ことであればいいんですけども、ただ、ほか

のものへの転用ということも考えておく必要

もあるのかなというふうに思います。 

 とにかく大水害が起きた、紀の川が氾濫し

たとき、残念ながら今指定してある紀の川支

援学校あるいは高野口小学校、応其小学校と

いうのは避難所として指定ができるのか。そ

のときに、ほとんど確率は低いとは思うんで

すけど、近隣に住まわれている方をどこへ避

難させていくのかということになりますと、

当然伊都中央中学校も対象になりますけども、

あそこだけではなかなか難しいのかなという

ふうなことも思っておりまして、今後の防災

計画を見直す中で、あそこの利用というのを

考えていければなというふうには思っていま

す。 

 基本売却という線は常に持っていますけど

も、例えば清水幼稚園を無償譲渡したのも、

あそこは解体したところで売ることはできま

せん。山田保育園も一言神社の中にあります

ので、あこを解体しても売ることがでけへん

ので、地元の要望に応えて、じゃ、使ってく

ださいねというふうな、売れないところに関

してはそういうふうな考え方で整理をしてお

りますので、ほかのところについては消防庁

舎も売れましたし、順調に進んでいますので、

中本議員が言われるように、できるだけ売却

できるものは早期に売却していきたいと思っ

ておりますので、ご理解願います。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君。 

○15番（中本正人君）ありがとうございます。

確かに今、市長のように詳しく説明していた

だけたら、私もなるほどなというふうには感

じます。ただ１回目の答弁のように、ヘリポ

ートの発着場ってなるだけなら、そんな災害

時や緊急時の輸送体制のために発着場を造る

というだけやったらもったいないなというふ

うに私は感じたんで、そういう質問をさせて

もらったというわけで。 
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 ですから今、市長が話をされましたように、

山田保育園ですか。ああいうところについて

は、私は何の異存はないんです。ただ、応其

中学校の跡地についてはヘリポートだけか、

それやったらあまりにもったいな過ぎるなと

いうことで私、質問をしたんで、そういうふ

うに説明してもらえればそれは致し方のない

ことだと思うし、これ以上しゃべっても平行

線をたどるだけやし申しませんけど、もう少

し初めの１回目の答弁で詳しく説明していた

だけたらいいのになということを思いました

のでこういう質問をしたということで、この

質問はこれで終わりたいと思います。 

 次に、橋本駅前の周辺の市有地についてお

伺いします。確かに１回目の答弁でもありま

したように、本当に活用のしにくい場所です。

私もこの質問をするにあたって、本当に何十

年ぶり、よく言うたら50年、半世紀ぶりぐら

いかな、あそこを歩きました。本当に。私も

高校時分はよくあの辺も、友達もいますしよ

く歩きました。そしてやっぱり歩いてみて感

じたことは、こんなに道が狭かったかなと思

いました。あの当時でしたら別に何とも思わ

なかったし、車の通行量ももちろん少ないし。

あの駅前の周辺地といえば、昔なら一等地で

すよね。しかし、ここ最近になってあそこを

歩いてみたら、駅前にこういうところがまだ

あったんかなと感じたぐらい。ですから、あ

の辺、昔のあの地域を知っている方というな

ら、６番議員、９番議員も知ってはるかな。

まして当局側としても、市長や副市長ぐらい

がある程度知識あるのかなと思いますけども。

ほんまに活用しにくい土地ですよね。 

 そこで、取りあえず一度お聞きしたいのは、

あの周辺において一応総面積ね、橋本の市有

地として何㎡ぐらいあるのか教えてもらえま

すか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）橋本駅前の事業を

中止した区域の20箇所の土地があるんですけ

ど、全体で2,095.25㎡ありまして、そのうち

国から補助金の交付を受けて買収した土地が

７箇所で763.51㎡、市の単費で買収した土地

が13箇所で1,331.74㎡となっております。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君。 

○15番（中本正人君）あれだけで約2,100㎡あ

るんですね。しかし、あの駅前の周辺の土地

で2,100㎡あればと思いますけども、本当に価

値のない市有地といえば言葉が悪いですけど

も、今の現状では2,100㎡であろうと3,000㎡

であろうと価値のない土地であれば致し方な

いと、私はそう感じるんですよ。本当にあそ

こを歩いてみて感じたのは、中には300㎡近い

土地もあれば何十㎡の土地もあると、いろい

ろとありますけども。また中には、車１台、

車２台しか止まれない道もあると。そしても

う一点は、国道より下にある土地もあります

わね。あそに下りるのは私も下りましたけど

も本当に国道から下で、１人が階段を下りて

いくぐらいの。ああいうのは市有地であるに

しても何の価値もないということですわ。市

有地であって価値のないところがあるのよ。

このような土地を今後どのように活用してい

くのか。活用方法があるのかなというふうに

私は感じるんですよ。 

 ですから、その辺について当局はどのよう

に考えているのかなと思います。確かに難し

い土地ですよ。簡単にいかないとは思います。

ましてあの地域で車が通れる道といえば、東

西に軽自動車が１台やっと通れるだけの道が

１本あるだけで、あとは車も通れない。人が

入れる、人が１人、２人通れるだけの道。オ

ーバーじゃないですけどそのぐらいの道だと

思いますよ。そやから、そのような土地をど

のようにこれから活用していくのかな。非常

に難しいなと思いますけど、当局はどのよう
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に考えておるのかお伺いします。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）中本議員の質問にお答

えします。 

 駅前の区画整理をやめた理由は、やっぱり

土地が平らではなくて、こういうふうに下っ

ている土地が多いんです。これを換地をかけ

ますと、道を１本入れたとしても有効な土地

が出てこないということもあって、なかなか

ここを整備するのは難しいなと。あのまま続

けていたら40億円ぐらいはそこにつぎ込んで、

家も買収価格というのは再調達価格なんです。

この建物を新築したらこれだけのお金がかか

りますよというところで買収をしていきます

ので、どんどん開発費がかさんでいくという

ことが、当時の財政状況ではとてもじゃない

ですけどやめないといけないというふうなこ

とで中止をさせてもらっています。 

 今、橋本の駅前に、コロナでは止まってい

るんですけど、ホテル誘致を現在考えており

まして、設計図もできて、土地もほぼこの場

所に建てるというふうなことは設計図上はで

きているんですけど、なかなかコロナでホテ

ルを建てても誰も来てくれなかったら運営会

社が倒産してもあきませんので、今そういう

ところを考えながら進めて、まず民間の施設

を造っていこうと。 

 もう一つは、やっぱり国の補助金で買った

土地がありますので、そういうことは駅前に

規制がかかったままなんです。この規制を取

っていくためには、７筆の国から補助金をも

らったお金を返して、ある程度の規制を外し

て、民間にも開発してもらいやすい状況をま

ずつくっていく必要があるのかなというふう

に今考えています。その中で民間の不動産会

社であったり、あるいはどこかの建設会社で

あったり、こういうものをつくっていってく

れるような、まちづくりについてやっていこ

うというところのまた公募でもして、橋本市

のこういう整備の計画を立てていくというこ

とも大事かなと。 

 残念ながら市のお金を入れて開発していく

というのは非常に無理があるんで、民間の投

資に委ねていくような、非常に値打ちのない

土地もそうすることによって有効に活用でき

るのではないかなというふうに考えています。

確かに今のままでは非常に厳しい土地なんで

すけども、まずそういうところから外してい

って次の開発に、またホテルができたら違う

事業者も来てくれる可能性もありますし、今

の塾通りでは非常にまちは活性化しないと思

いますし、塾も撤退されてしまいますとます

ます橋本の駅が寂れてしまうというような状

況もありますので、まずそういう国の規制が

かかっているところを外して土地を有効活用

できるように、これから行政としては取り組

んでいく必要があると思っています。ご理解

よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君。 

○15番（中本正人君）市長の言わんとするこ

とも分からんではありませんけども、そない

うまくいくとは言えませんけど、難しいです

ね、正直言ってね。しかし、あの土地も結局

は土地区画整理事業が中止になったというこ

とで、橋本の市有地も先行買収した土地が残

ったということですよね。ですから、その点

在している市有地といっても、図面上では市

有地として残っているけども、本当に価値の

ある土地というのは何箇所ですよ、私もずっ

と見て回りましたけども。20あっても私が見

た限りは、仮に売却できるのがあれば五つ、

六つの土地かなというぐらいで、あとの３分

の２は今の状況ではとても買収どころかどう

にもならないということで。ですから、あの

市有地を見たときに、普通ならば駅前から整
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理していくのが普通ですけども、周りからし

ていったということはなるほどなということ、

それは私も感じます。 

 しかし、今のままでこれからのことを考え

たら、どのような話合いをしていくのかな、

どのようにしていくなというのを私はものす

ごく不安で仕方がないんですよ。普通一般か

らいえば、駅前といえば先ほども言いました

けども、昔なら一等地ですよ。今でも一等地

ですよ。しかし、現状では一等地であって一

等地でない。価値のない土地であるとも言え

ます。この土地を本当に真剣になって考えて

いかないと、このままいったらどうなるのか

なという不安が、私は先にそういう気持ちに

なります。ですから今後、いずれはまた解消

した土地区画整理事業もまた復興することも

あるかも分からないしないかも分かりません

けども、なったときにはやはりＪＲや南海、

また地域の人たちと、まちの活性化のために

本当に真剣になって話し合うということが私

は大事やと思いますので、その辺は十分に頭

に入れていただいて、今まで以上にこの駅前

周辺の土地、市有地については真剣に考えて

いってほしいなということを要望して、私の

この質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（小林 弘君）15番 中本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時35分まで休憩いたします。 

（午後２時21分 休憩） 

                     

 


